
証券コード：6196

第29回 定時株主総会
招集ご通知
■ 日 時
2025年12月23日(火曜日)午前10時
（受付開始 午前９時30分）

■ 場 所
東京都千代田区大手町一丁目2番1号

三井物産ビル3階
大手町三井カンファレンス Room3
(末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
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証券コード6196
2025年12月３日

（電子提供措置の開始日2025年12月１日）
株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目２番１号
株 式 会 社 ス ト ラ イ ク

代表取締役社長 荒 井 邦 彦
第29回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第29回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.strike.co.jp/ir/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスし、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、郵送（書面）またはインターネットにより議決権を行使することができますので、
お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2025年12月22日

（月曜日）午後５時45分までに議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬具
記

１．日時 2025年12月23日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場所 東京都千代田区大手町一丁目２番１号

三井物産ビル３階
大手町三井カンファレンス Room３
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 第29期（自2024年10月１日 至2025年９月30日）事業報告及び計算書

類の内容報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 吸収分割契約承認の件
第３号議案 定款一部変更の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第５号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

４．議決権の行使についてのご案内
(1)書面による議決権行使の場合は、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示

いただき、2025年12月22日（月曜日）午後５時45分までに到着するようご返送くだ
さい。

(2)インターネットによる議決権行使の場合は、後記（３頁）の「インターネットによる議
決権行使」をご確認の上、2025年12月22日（月曜日）午後５時45分までに賛否をご
入力ください。

(3)インターネットによる方法で議決権を複数回行使された場合は、最後に行われた議決権
行使を有効とさせていただきます。

(4)書面とインターネットによる方法とを重複して議決権行使された場合は、インターネッ
トによる議決権行使を有効とさせていただきます。

(5)議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたも
のとして取り扱わせていただきます。

以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎お土産のご用意はありませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の定めにより、下記の事項を
記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監
査をした書類の一部であります。
・計算書類の「個別注記表」

◎本総会当日の報告事項は、後日当社ウェブサイトで動画をご視聴いただけますのでご活用ください。
https://www.strike.co.jp/ir/library/meeting.html
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◆郵送による議決権行使◆

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示いただき、行
使期限までに当社株主名簿管理人
に到着するようご返送ください。

◆スマートフォン等による行使方法◆

同封の議決権行使書用紙の右下
「株主総会ポータルサイトログイ
ン用QRコード  」をスマートフォン®

®

等で読み取ります。「議決権行使
へ」ボタンをタップし、「スマート
行使  」画面からご行使ください。
※QRコード®は、株式会社デンソーウェー
ブの登録商標です。

議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

株主総会ポータル
https://www.soukai-portal.net

◆ パソコン等による行使方法 ◆

上記のURLより議決権行使書用紙
に記載のログインID・パスワード
を入力してアクセスします。ログ
イン以降は画面の案内に従って賛
否をご入力ください。

◆株主総会へ出席◆

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけな
　 い場合があります。

機関投資家の
みなさまへ

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、予めお申し込みされた場合に限り、株式会社ICJが
運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
議決権行使
について （9:00～21:00） （平日9:00～17:00）0120-652-031 その他の

ご照会 0120-782-031
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議決権行使のご案内
５頁以降の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権

をご行使くださいますようお願い申しあげます。
事前に議決権行使される場合

インターネットによる議決権行使
（詳細につきましては次頁をご覧ください。）

行使期限
2025年12月22日（月曜日）
午後５時45分到着分まで

行使期限
2025年12月22日（月曜日）
午後５時45分行使分まで

行使期限
2025年12月22日（月曜日）
午後５時45分行使分まで

当日ご出席される場合
同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時
2025年12月23日（火曜日） 午前10時

（受付開始時刻は午前９時30分を予定しております。）
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スマートフォン等による議決権行使方法

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2025年12月22日（月）午後5時45分まで

※�QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です。

●�一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書
用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。
●�インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、イ
ンターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
●�1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのため�
ご利用いただけません。

お問い合わせ
三井住友信託銀行　
証券代行ウェブサポート 
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間　9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

ご注意事項

❶ �議決権行使書用紙に記載のQR
コード®を読み取ります。

❷ �株主総会ポータル®トップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

❸ �スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より議案に関するご質問を事前に承ります。いただいた
ご質問の中で株主の皆さまの関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて取り上げさせていただきます。
上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタン
をタップ／クリックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に従ってご質問を
ご入力ください。
※いただいたご質問に対して、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。

事前質問受付のご案内 事前質問受付期限　2025年12月14日（日）午後6時まで

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

PC等による議決権行使方法

株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶https://www.web54.net
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

当社は、将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と
事業機会に即応できる体質強化のための内部留保に留意し、適正な利益配分を実施することを
基本方針としており、当期純利益の概ね50％を目標としております。
なお、資金残高及び中期経営計画に基づく想定キャッシュ・フローを踏まえ、2027年９月

期までは株主還元を一時的に更に増やし、１株当たりの配当金を180円とする方針としており
ます。また、各期の配当性向が50％を下回る結果となる場合には、１株当たりの配当金を
180円から増配する方針としております。
当期の期末配当につきましては、上記の方針に従い、以下のとおりといたしたいと存じま

す。
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 180円
総額 3,456,497,160円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年12月24日

（ご参考）１株当たり配当金の推移

期 第26期
（2022年９月期）

第27期
（2023年９月期）

第28期
（2024年９月期）

第29期
当期

（2025年９月期）
金額 40円 51円 91円 180円

2025年11月25日 18時33分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 6 ―

第２号議案 吸収分割契約承認の件
当社は、会社分割（吸収分割）の方式により、持株会社体制へ移行することといたしました。

本議案は、当社を吸収分割会社、当社の100％子会社である「株式会社ストライク分割準備会
社」を吸収分割承継会社として、当社のＭ＆Ａ仲介事業に関する権利義務を承継させる吸収分割
（以下、本件吸収分割といいます。）を行うことについて、ご承認をお願いするものであります。

１.吸収分割を行う理由
当社は、「世界を変える仲間をつくる。」をミッションに掲げ、多くの魅力ある企業・事業を

将来に継続、発展させていくことを目的として、主力のＭ＆Ａ仲介事業の拡大及び周辺事業へ
の展開を進めてまいりました。
今後、当社のさらなる事業拡大や企業価値向上のためには、機動的かつ柔軟な経営判断を可

能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行すること
としました。本件吸収分割は、かかる持株会社体制への移行の一環として行うものでありま
す。
これにより持株会社がグループ全体の経営戦略、M＆A戦略、ガバナンス強化などの推進を

行い、事業会社は既存事業のさらなる成長及び新たな事業領域の拡大に集中することで、M＆
Aのあらゆる過程を最適な体制で支援する総合コンサルティング企業を目指して参ります。

２.吸収分割契約の内容の概要

吸収分割契約書（写）

株式会社ストライク（以下「甲」という。）と株式会社ストライク分割準備会社（以下「乙」
という。）は、甲がその事業に関する権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割に関し、以下の
通り契約（以下「本契約」という。）を締結する。
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第１条（目的）
甲は、効力発生日（第5条において定義する。）をもって、甲の営む事業のうち次に定める事

業（以下「承継対象事業」という。）に関する権利義務を乙に承継させ、乙はこれを承継する
（以下「本件吸収分割」という。）。

(1) M&A仲介事業
(2) 金融商品仲介事業（但し、当局から乙の新規登録が承認されることを条件とする）

第２条（当事者の商号及び住所）
本件吸収分割にかかる、甲（吸収分割会社）と乙（吸収分割承継会社）の商号及び住所は次

のとおりである。
(1) 吸収分割会社

商号 株式会社ストライク
住所 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 三井物産ビル１５階

(2) 吸収分割承継会社
商号 株式会社ストライク分割準備会社
住所 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 三井物産ビル１５階

第３条（承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務）
１．乙が本件吸収分割により甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（以下「本
承継対象権利義務」という。）は、別紙「承継対象権利義務明細」記載のとおりとする。

２．前項にかかわらず、本承継対象権利義務のうち、（ⅰ）法令その他の規制上承継が困難であ
ることが判明したもの（承継することにより甲又は乙において想定外の損失を生じることが判
明したものを含む。）、（ⅱ）承継に関し契約上の定めに基づき重大な支障が生じ若しくは生じ
る可能性があるもの、又は（ⅲ）承継しないことにより効率的な運営が可能だと判断したもの
については、必要に応じて甲及び乙協議の上、本承継対象権利義務から除外することができ
る。

３．第１項の規定による甲から乙への債務の承継については、すべて重畳的債務引受の方法によ
るものとする。ただし、この場合における甲乙間の最終的な債務の負担者は乙とし、当該承継
する債務について、甲が履行その他の負担をしたときは、甲は乙に対しその負担の全額につい
て求償することができるものとする。
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第４条（吸収分割対価）
乙は、甲が乙の発行済株式の全部を所有していることから、本件吸収分割に際して、甲に対

し、本件吸収分割により承継する権利義務に代わる金銭等の交付を行わない。

第５条（効力発生日）
本件吸収分割の効力発生日（以下「効力発生日」という。）は、2026年４月１日とする。但

し、本件吸収分割の進行上必要がある場合には、甲及び乙が別途合意をした日を効力発生日と
する。

第６条（株主総会の承認）
１．甲は、効力発生日の前日までに、株主総会を開催し、本契約の承認及び本件吸収分割に必要
な事項に関する決議を求める。

２．乙は、会社法第796 条第 1 項の定めにより、会社法第795条第1項に定める株主総会によ
る本契約の承認を得ずに本件吸収分割を行う。

第７条（競業避止義務）
甲は、本件吸収分割後においても、承継対象事業について一切競業避止義務を負わない。

第８条（会社財産の管理等）
甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもってそ

れぞれの業務の執行及び財産の管理運営を行うものとし、その財産及び権利義務に重大な影響
を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲及び乙協議の上、これを行うものとする。

第９条（本契約の条件変更及び解除）
本契約締結後効力発生日に至るまで、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態又

は経営状態に重大な変動が生じた場合、又は本件吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生
じた場合その他本件吸収分割の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙協議の上、本件
吸収分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。
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第10条（本契約の効力）
本契約は、以下の各号に定める場合にはその効力を失うものとする。
(1) 甲が、効力発生日の前日までに、第６条第１項に定める甲の株主総会の決議による
本契約の承認及び本件吸収分割に必要な事項に関する決議が得られなかった場合

第11条（その他）
本契約に定める事項のほか、本件吸収分割に関し必要な事項については、本契約の趣旨に従

い、甲及び乙協議の上、これを決定する。

本契約の締結を証するため、甲及び乙は、本契約書正本を1通作成し、各自記名押印の上、
甲が原本を保有し、乙は写しを保有する。

2025年10月17日

甲 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 三井物産ビル１５階
株式会社ストライク
代表取締役社長 荒井 邦彦 印

乙 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 三井物産ビル１５階
株式会社ストライク分割準備会社
代表取締役社長 荒井 邦彦 印
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（別紙）
承継対象権利義務明細

乙は、本件吸収分割により、本件吸収分割の効力発生日における甲の承継対象事業に属する
次に記載する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務を甲から承継する。なお、承継する権
利義務のうち資産及び負債については、2025年９月30日現在の貸借対照表その他同日現在の
計算を基礎とし、これに本件吸収分割の効力発生日前日までの増減を加除した上で確定する。

１．承継する資産
(1) 流動資産
承継対象事業に属する流動資産等の一切

(2) 固定資産
承継対象事業に属する投資その他の資産（ただし、以下に掲げるものを除く。）
・関係会社株式及び投資有価証券
・繰延税金資産

２．承継する負債
(1) 承継対象事業に属する流動負債（ただし、以下に掲げるものを除く。）
① 未払金
② 未払法人税等
③ 未払消費税等
④ 役員賞与引当金

(2) 承継対象事業に属する固定負債（ただし、以下に掲げるものを除く。）
長期未払金

３．承継する雇用契約等
本件吸収分割の効力発生日において承継対象事業に属する従業員との間の雇用契約上の地位

及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務
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４．承継するその他の権利義務等
(1) 雇用契約以外の契約

承継対象事業に関して甲が締結した契約に関する一切の契約上の地位及びこれらの契約に
基づき発生した一切の権利義務（ただし、法令又は契約上承継できないもの及び以下に掲
げる契約に係るものを除く。）
① グループ経営管理事業に必要な外部委託先との契約
② 役員賠償責任保険に関する契約
③ 上記のほか、甲が引き続き保有する必要のある契約

(2)許認可等
承継対象事業に関する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令上承継可能なもの。

ただし、甲が引き続き保有する必要のあるものを除く。
以上

３.会社法施行規則第183条に定める内容の概要
（１）対価の相当性に関する事項

本件吸収分割に際して、吸収分割承継会社は、当社に対して対価の交付を行いません
が、当社は吸収分割承継会社の発行済株式の全部を所有していることから、かかる内容は
相当であると判断いたしました。また、以上により吸収分割承継会社の資本金及び資本準
備金の額は変動いたしません。

（２）吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表の内容
吸収分割承継会社は、2025年10月１日に成立した会社であるため確定した最終事業年

度はありません。同社の成立の日における貸借対照表の内容は以下の通りであります。
科目 金額 科目 金額

流動資産
未収入金 10,000千円 株主資本

資本金 10,000千円

資産合計 10,000千円 負債・純資産合計 10,000千円
（３）吸収分割会社の最終事業年度の末日後の重要な財産の処分、重大な債務の負担、その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象
該当ありません。

（４）承継会社の成立の日後の重要な財産の処分、重大な債務の負担、その他の会社財産の
状況に重要な影響を与える事象
該当ありません。
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第３号議案 定款一部変更の件
１.変更の理由
（１）当社は第２号議案「吸収分割契約承認の件」に記載のとおり2026年４月１日（予定）
を効力発生日として持株会社体制へ移行いたします。これに伴い、現行定款第１条（商号）
に定める当社の商号を「株式会社ストライクグループ」に変更し、第２条（目的）に定める
事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものであります。
また、当社グループの事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加

及び機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を変更するものでありま
す。
なお、本変更のうち、第２条第18号及び第６条以外は、第２号議案が原案どおり承認可

決されること及び本件吸収分割の効力発生を条件として、本件吸収分割の効力発生日である
2026年４月１日（予定）に変更の効力が発生するものといたします。

（２）その他、字句の修正等所要の変更を行うものであります。

２.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所となります。）

現 行 定 款 変 更 案
第１章 総則
（商号）
第１条
当会社は、株式会社ストライクと称し、英名で
Strike Company, Limitedと表示する。

第１章 総則
（商号）
第１条
当会社は、株式会社ストライクグループと称し、
英名でStrike Group Co., Ltd.と表示する。
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現 行 定 款 変 更 案
（目的）
第２条
当会社は、次の業務を営むことを目的とする。

１．（記載省略）

２．企業の合併等の組織再編行為、資本提携、業
務提携の仲介及びアドバイザリー業務

３．企業の事業譲渡及び事業用資産の売買の仲介
及びアドバイザリー業務

４．企業経営、資産運用、事業承継に関する企画
の立案並びにコンサルティング

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（目的）
第２条
当会社は、次の業務（第17号を除く）を営むこと
及び次の業務を営む会社（外国会社を含む。）、組
合（外国における組合に相当するものを含む。）
その他これらに準ずる事業体の株式を所有するこ
とにより、当該会社の事業活動を支配・管理する
ことを目的とする。

１．（現行どおり）

２．企業の合併等の組織再編行為、事業譲渡、資
本提携、業務提携、事業用資産の売買の仲介及び
アドバイザリー業務

３．（2．と統合し削除）

３．企業経営、資産運用、事業承継、事業戦略、
企業再生に関する企画の立案並びにコンサルティ
ング業務
４．市場調査、市場分析、マーケティング情報収
集及び分析業務
５．会計、財務に関するコンサルティング業務
６．企業の財務内容の調査及びビジネスプランの
作成業務
７．経営指導のための企業管理及び経営受託
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現 行 定 款 変 更 案
５．デュー・デリジェンス業務
６．企業価値の評価
７．講演会、セミナー等の企画及び開催
８．書籍、原稿の企画及び執筆
９．経理事務の代行
10．インターネット等のオンラインを利用した広
告
11．有価証券の投資、売買並びにその他の投資
（新設）

（新設）

12．金融商品取引法に規定する金融商品仲介業
（新設）
（新設）

13．前各号に付帯する一切の業務

第３条〜第5条 （条文省略）

（発行可能株式総数）
第6条
当会社の発行可能株式総数は60,000,000株とす
る。

第7条〜第37条 （条文省略）

８．デュー・デリジェンス業務
９．企業価値の評価
10．講演会、セミナー等の企画及び開催
11．書籍、原稿の企画及び執筆
12．経理事務の代行
13．インターネット等のオンラインを利用した広
告
14．有価証券の投資、売買並びにその他の投資
15．投資事業組合財産の保有、管理、運用及び取
得等の投資事業
16．投資に関する調査、研究及びコンサルティン
グ並びに企業への投資の斡旋
17．金融商品取引法に規定する金融商品仲介業
18．職業紹介事業
19．前各号に掲げる業務を営む会社の株式を所有
することにより、当該会社の事業活動を支配・管
理する業務
20．前各号に付帯する一切の業務

第３条〜第5条 （現行どおり）

（発行可能株式総数）
第6条
当会社の発行可能株式総数は70,000,000株とす
る。

第7条〜第37条 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案
附 則
（監査役の責任免除に関する経過措置）
（記載省略）

（新設）

附 則
（監査役の責任免除に関する経過措置）
第１条 （現行どおり）

（効力発生日）
第２条
第１条（商号）及び第２条（目的）（第18号を

除く）の変更は、2025年12月23日開催予定の定
時株主総会に付議される吸収分割契約承認の件が
原案どおり承認可決されること及び上記吸収分割
契約に基づく吸収分割の効力が発生することを条
件として、当該吸収分割の効力発生日である
2026年４月１日に効力が生じるものとする。な
お、本条は、効力発生日をもってこれを削除す
る。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）５名全員は本総会
終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役３名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
なお、取締役候補者は、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指

名・報酬諮問委員会の答申を経て、当社取締役会で決定しております。

候 補 者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当

当 期 開 催 の
取 締 役 会 出 席 率

取 締 役
在任年数

１ 再任 荒
あ ら い

井 邦彦
くにひこ

代表取締役社長
100％

（13／13回）
28年

２ 再任 金
か ね だ か ず や

田 和也
常務取締役兼執行役員

コンサルティング本部担当

100％

（13／13回）
８年

３ 再任 中
なかむら

村 康一
こういち 取締役兼執行役員

管理部担当

100％

（13／13回）
11年
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

１

荒
あ ら い
井 邦彦

くにひこ

(1970年11月19日生)
再任

1993年４月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法
人)入所

1997年７月 当社設立。代表取締役社長に就任(現任)
1999年６月 ㈱テイン監査役
2005年６月 ㈱アミューズ監査役
2005年10月 ㈱セルバンク取締役
2021年10月 一般社団法人Ｍ＆Ａ仲介協会（現：一般社団法

人M&A支援機関協会）理事（現任）
2022年３月 一般社団法人Ｍ＆Ａ仲介協会（現：一般社団法

人M&A支援機関協会）代表理事
2023年３月 日本企業投資基盤株式会社代表取締役（現任）
2025年６月 一般財団法人次世代人材育成基金代表理事（現

任）

2,471,400
株

取 締 役 会 出 席 状 況 100％（13回／13回）
取 締 役 在 任 年 数 ２８年
取締役候補者とした理由
当社の創業者であります。1997年の設立から卓越した先見の明で当社の発展を牽引する等、経営に

関して豊富な経験・知識・知見を有しております。当社の事業推進と持続的な企業価値向上のために
強いリーダーシップを発揮しており、適任であると考えております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

２

金
か ね だ か ず や
田 和也

(1981年８月13日生)
再任

2006年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入
所

2009年７月 当社入社
2013年12月 当社執行役員第二企業情報部長
2017年11月 当社取締役兼執行役員企業情報部担当
2021年10月 当社常務取締役兼執行役員コンサルティング本

部担当（現任）

371,000
株

取 締 役 会 出 席 状 況 100％（13回／13回）
取 締 役 在 任 年 数 ８年
取締役候補者とした理由
入社以来、Ｍ＆Ａコンサルタントとして従事し、Ｍ＆Ａに関する様々な知見や経験を活かした営業

戦略の立案・推進により事業の拡大に寄与してまいりました。現在は、営業統括として卓越したリー
ダーシップを発揮し、環境の変化に対応した機動的なマネジメントと経営に貢献してまいりました。
当社の持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適任であると考えております。

３

中
なかむら
村 康一

こういち

(1974年６月24日生)
再任

1999年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法
人)入所

2005年１月 公認会計士中村康一事務所開設
2005年８月 中村康一税理士事務所開設
2014年２月 当社取締役管理部長
2014年11月 当社取締役兼執行役員管理部長
2018年 9 月 当社取締役兼執行役員管理部担当(現任)

193,100
株

取 締 役 会 出 席 状 況 100％（13回／13回）
取 締 役 在 任 年 数 １１年
取締役候補者とした理由
公認会計士及び税理士であり、会計・財務の知見と豊富な経験を有しており、情報開示実務や業務

管理体制作りで当社の経営に貢献してまいりました。当社の持続的な企業価値向上を目指すに当たり、
適任であると考えております。

(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、

被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴
訟費用等が填補されることとなります。本議案に基づき各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含
められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を取締役の任期中に同様の内容で更新することを予定しております。
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第５号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である４名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 号 氏 名 現在の当社における地位

当 期 開 催 の
取 締 役 会 出 席 率

当 期 開 催 の
監査等委員会出席率

１

再任

監査等委員である

取締役候補者

独立役員

小
こ ご ま

駒 望
のぞみ 社外取締役（監査等委

員）

100％

（13／13回）

100％

（12／12回）

２

再任

常勤監査等委員で

ある取締役候補者

独立役員

酒
さかまき

巻 弘
ひろし 社外取締役（監査等委

員）

100％

（13／13回）

100％

（12／12回）

３

再任

監査等委員である

取締役候補者

独立役員

加
か と う

藤 知子
と も こ

社外取締役（監査等委

員）

100％

（13／13回）

100％

（12／12回）

４

新任

監査等委員である

取締役候補者

独立役員

古
ふるもと

本 裕二
ゆ う じ 社外取締役

100％

（13／13回）
ー
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

１

小
こ ご ま
駒 望

のぞみ

(戸籍名：今
いまおか
岡 望 )

のぞみ

(1980年７月31日生)
再任

監査等委員である
社外取締役候補者

独立役員
女性

2006年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
入所

2008年４月 パレスキャピタル㈱入社
2010年11月 小駒望公認会計士事務所代表(現任)
2012年８月 虎ノ門有限責任監査法人社員(現任)
2016年６月 ユナイテッド㈱社外監査役(現任)
2018年６月 ㈱FIS（現 フレックス少額短期保険㈱社外監査役

(現任)
2019年11月 当社社外取締役就任
2023年６月 松井証券㈱取締役（監査等委員）(現任)
2023年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

ー
株

取 締 役 会 出 席 状 況 100％（13回／13回）
監査等委員会出席状況 100％（12回／12回）
社外取締役在任年数 ６年
監査等委員在任年数 ２年
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
公認会計士としての豊富な経験と専門性を有し、また上場会社の監査役としての職務経験をもとに、独
立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくう
えで、適任であると考えております。同氏には上記の経験・識見に基づいた助言をいただき、監督機能
を果たすことを期待しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

２

酒
さかまき
巻 弘

ひろし

(1959年９月14日生)
再任

常勤監査等委員である
社外取締役候補者

独立役員

1982年４月 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
2007年６月 新規事業投資㈱取締役投資部長
2010年６月 ㈱日本政策投資銀行投資統括部長
2011年５月 同行業務企画部担当部長
2011年10月 DBJ証券㈱代表取締役社長
2017年６月 DBJ Europe Limited Executive Chairman
2021年６月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構取締役
2021年６月 一般財団法人日本経済研究所専務理事（代表理

事）国際局長エグゼクティブフェロー
2021年６月 ㈱テーオーシー監査役（現任）
2023年４月 沖縄振興開発金融公庫監事
2023年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

ー
株

取 締 役 会 出 席 状 況 100％（13回／13回）
監査等委員会出席状況 100％（12回／12回）
社外取締役在任年数 ２年
監査等委員在任年数 ２年
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
経営者としての豊富な経験と知見をもとに、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための助言・提言をいただくうえで、適任であると考えております。同氏には上記の
経験・識見に基づいた助言をいただき、監督機能を果たすことを期待しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

3

加
か と う
藤 知子

と も こ

(戸籍名：志
し む ら
村 知子)

と も こ

(1971年３月16日生)
再任

監査等委員である
社外取締役候補者

独立役員
女性

2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会）
2001年10月 都内法律事務所入所
2004年４月 長谷川俊明法律事務所入所
2006年７月 弁護士法人北浜法律事務所入所
2006年９月 外務省国際法局経済条約課出向（課長補佐）
2010年11月 富士通セミコンダクター㈱出向（2015年3月よ

り法務部長）
2020年８月 三井不動産㈱入社
2023年11月 隼町法律事務所入所（現任）
2023年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2024年５月 ㈱税研情報センター取締役（現任）
2025年２月 ㈱キユーソー流通システム社外監査役（現任）

ー
株

取 締 役 会 出 席 状 況 100％（13回／13回）
監査等委員会出席状況 100％（12回／12回）
社外取締役在任年数 ２年
監査等委員在任年数 ２年
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士としての豊富な経験と専門性を有し、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための助言・提言をいただくうえで、適任であると考えております。同氏には上記の
経験・識見に基づいた助言をいただき、監督機能を果たすことを期待しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

４

古
ふるもと
本 裕二

ゆ う じ

(1956年４月８日生)
新任

監査等委員である
社外取締役候補者

独立役員

1980年４月 ㈱協和銀行（現 ㈱りそな銀行）入行
2003年６月 ㈱りそな銀行九段支店長
2004年７月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱入社
2005年２月 同社取締役
2006年６月 同社常務取締役
2007年11月 矢作建設工業㈱入社
2008年４月 同社常務執行役員
2008年６月 同社取締役常務執行役員
2009年６月 同社取締役専務執行役員
2017年６月 同社代表取締役副社長
2021年６月 同社顧問
2023年12月 当社社外取締役(現任)

ー
株

取 締 役 会 出 席 状 況 100％（13回／13回）
監査等委員会出席状況 ー
社外取締役在任年数 ２年
監査等委員在任年数 ー
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年の経営者としての豊富な経験と知見をもとに、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の

妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくうえで、適任であると考えております。同氏
には上記の経験・識見に基づいた助言をいただき、監督機能を果たすことを期待しております。

(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．小駒望、酒巻弘、加藤知子及び古本裕二の各氏は社外取締役候補者であります。また、当社は、小駒望、酒巻弘、加藤知子及び古本

裕二の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出ておりますが、各氏の選任が承認された場合、引き続き独立
役員として指定し、届け出る予定であります。

３．小駒望、酒巻弘、加藤知子及び古本裕二の各氏とは当社の定款の定めに基づき、責任限定契約を締結しており、その契約の概要は、
会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任を同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とするもので
あります。小駒望、酒巻弘、加藤知子及び古本裕二の各氏の選任が承認された場合、当社は小駒望、酒巻弘、加藤知子及び古本裕二
の各氏との間で締結した当該責任限定契約を継続する予定であります。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、
被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴
訟費用等が填補されることとなります。本議案に基づき各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含
められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を取締役の任期中に同様の内容で更新することを予定しております。
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【ご参考】社外取締役の独立性判断基準
当社の社外取締役の選任に当たっては、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見

識並びにその職務に相応しい人格を有する方を社外取締役候補者に指名しております。

【ご参考】取締役候補者のスキルマトリックス
企業経営 事業戦略 国際経験

ESG
（環境/社会/
ガバナンス）

財務・会計
法務・

リスクマネジ
メント

荒井 邦彦 ● ● ●

金田 和也 ● ● ●

中村 康一 ● ● ●

小駒 望 ● ● ●

酒巻 弘 ● ● ●

加藤 知子 ● ● ●

古本 裕二 ● ● ●
※各候補者の有する知見や経験を３つまで記載しており、各候補者の有するすべての知見や経験を表すものでは
ありません。

以上

2025年11月25日 18時33分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 25 ―

事 業 報 告

〔 自
至

2024
2025

年
年
10
９

月
月

１
30

日
日〕

１．会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国の経済は、引き続き堅調に推移するインバウンド需要や雇用・
所得環境の改善が進む中で、依然として景気の緩やかな回復基調を維持しています。一方
で、国内物価上昇に伴う個人消費の停滞、米国の関税政策やこれを受けた米中貿易摩擦の深
刻化、地政学的リスクへの懸念等もあり、先行きが不透明な状況が続いております。
当社の事業領域である中堅・中小企業のＭ＆Ａ市場は、経営者の高齢化が引き続き進む中

で、後継者不在の中小企業が社外の第三者へＭ＆Ａによって事業承継を行う割合が増加して
おり、中長期的に拡大傾向にあります。「2025年版中小企業白書」によると、2024年に休
廃業・解散した約６万社のうち、およそ半数の企業は直前期の決算が黒字であり、貴重な経
営資源を散逸させることなく、次世代の意欲ある経営者への事業承継を促進し、日本経済の
持続的な成長につなげる取組が重要となっています。また、近年では事業承継目的だけでは
なく、企業の新事業創造や変革を目的としたイノベーション型のＭ＆Ａ等、事業の多角化や
成長戦略を実現するための手段としてのＭ＆Ａが、中小企業においても広まりつつありま
す。加えて、政府はスタートアップ育成のための１つの柱として、オープンイノベーション
の推進を掲げており、大企業とスタートアップとのＭ＆Ａの増加等でオープンイノベーショ
ンを推進する取組を行っています。2024年８月には「中小Ｍ＆Ａガイドライン」が第３版
に改訂、2025年４月には「中小Ｍ＆Ａ専門人材（個人）向けスキルマップ」が公表され、
仲介業者及び個々の中小Ｍ＆Ａ支援に関わるアドバイザーが提供する業務の内容や質を確
保・向上させるための環境を促すための取組が進んでいます。

このような環境下、営業面におきましては、顧客への提案力向上のための研修や、「中小Ｍ
＆Ａガイドライン」の理解を深めるための社内研修を行い、Ｍ＆Ａコンサルタントの育成を
通じてサービス品質の向上に努めてまいりました。また、業種別にＷＥＢ広告や提案型営業
を展開し、幅広くＭ＆Ａニーズの発掘に取り組みました。さらに、スタートアップ企業と事
業会社の提携促進を目的としたサービス「Ｓ venture Ｌab.」では毎月交流イベントを開催
し、スタートアップ企業のＭ＆Ａ市場の開拓等にも注力しました。また、国内だけでなくク
ロスボーダー案件の獲得やＭ＆Ａ仲介事業にとどまらずＦＡ（ファイナンシャル・アドバイ
ザー）事業や戦略コンサルティング等のＭ＆Ａの周辺領域への事業拡大も進めております。
提携先との連携におきましては、提携先金融機関より人材を受け入れることで、提携先金

融機関内におけるＭ＆Ａ人材の育成を担い、協業によるＭ＆Ａ支援体制の強化を行いまし
た。
人員面におきましては、今後の業績拡大を図るため積極的な採用を進めたことで、当事業
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年度においてＭ＆Ａコンサルタントを74名増員しました。

この結果、当事業年度における成約組数（※１）は275組（前事業年度252組）、成約件数
（※２）は534件（前事業年度490件）となりました。大型案件（１組あたりの売上が１億円
以上の案件）の成約は、45組（前事業年度48組）となりました。新規受託（※３）は
1,181件（前事業年度923件）となりました。

（※１）成約組数：当社が仲介業務またはアドバイザリー業務として携わったＭ＆Ａ取引数
（ディールベース）。

（※２）成約件数：当社が仲介業務またはアドバイザリー業務としてＭ＆Ａ成約に至った契
約件数（社数）。
仲介業務の場合は１取引で売手１件、買手１件の計２件とカウントし
アドバイザリー業務の場合は１取引で１件とカウント。

（※３）新規受託：売手と仲介業務契約を新規に締結すること（アドバイザリー業務の場
合、契約を締結し、実質的に業務が開始されたこと）。

この結果、当社の経営成績は、成約組数は前事業年度を上回り、大型案件の影響を受けて
案件単価が上昇したことにより、売上高は20,314百万円（前期比12.0％増）となりました。
売上原価は、売上増加に伴うインセンティブ給与の増加やＭ＆Ａコンサルタントの増員に伴
う人件費の増加等により、8,395百万円（前期比28.6％増）、販売費及び一般管理費は、営
業関連の広告宣伝費等の増加、積極的な採用活動による採用に係る手数料の増加、Ｍ＆Ａコ
ンサルタントの育成やコンプライアンス強化のための研修費の増加等により、5,586百万円
（前期比15.5％増）となった結果、営業利益は6,332百万円（前期比6.5％減）となりまし
た。これらの結果を受け経常利益は、6,341百万円（前期比6.4％減）となり、特別利益とし
て投資有価証券売却益を89百万円、特別損失として投資有価証券評価損を62百万円計上し
た結果、当期純利益は4,719百万円（前期比4.7％減）となりました。
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当社の成約組数、成約件数、新規受託及び売上高の当事業年度の実績と当初計画は次のと
おりとなります。

2025年９月期
（実績）

2025年９月期
（目標）

2025年９月期
(達成率％)

成約組数（組） 275 310 88.7

成約件数（件） 534 604 88.4

受託案件（件） 1,181 1,045 113.0

売上高（百万円） 20,314 22,300 91.1

なお、当社はＭ＆Ａ仲介事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はして
おりません。
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（2）設備投資等の状況
当事業年度に実施した設備投資等の総額は244百万円であり、その主な内訳は、高松オフ

ィスの増床移転、札幌オフィス及び広島オフィスの増床に伴う有形固定資産の取得等であり
ました。
なお、当事業年度において、重要な設備の除却、売却はありません。

（3）資金調達の状況
重要な事項はありません。

（4）対処すべき課題
当社が事業を推進するにあたり、特に対処すべき課題は次のとおりであります。

①サービス品質の向上
Ｍ＆Ａを普及していくためには、顧客が安心してＭ＆Ａできる環境を整備することが重要

となります。昨今、不適切なＭ＆Ａ取引が実際に起きていることが社会問題視されており、
Ｍ＆Ａを行うことに不安を感じている方も増えている傾向にあると推察しております。この
ため、当社の顧客が安心してＭ＆Ａできる体制、業務運営を整備することが課題であると認
識しております。当社ではガイドラインや業界団体による自主規制を高いレベルで遵守し、
不適切なＭ＆Ａ取引を起こさないよう、社内体制の整備、業務の見直しを継続的に進めてい
く方針としています。
また、顧客の更なる期待に応えるべく、顧客に対するサービス品質の向上、サービス範囲

の拡大も図っていく方針としております。とりわけ、サービス品質について、適切な資料や
データに基づき、適切にアドバイスを行うことが、顧客が安心してＭ＆Ａできる環境整備に
おいて重要となりますので、従業員の知識やスキルの向上に向けて教育・研修を充実させて
いく必要があります。さらに、顧客に対して満足度調査を実施し、その意見を業務改善やサ
ービス向上にフィードバックする取組みを進めることで、当社独自のサービス品質の向上に
努めてまいります。

②人材の確保・育成・働きやすい環境づくり
顧客のＭ＆Ａを支援し、Ｍ＆Ａ仲介事業を持続的に成長させるために重要となるのが、コ

ンサルタントの増員となります。コンサルタントについては、これまでは中途採用を中心と
した採用を行ってまいりました。中途採用の場合、採用市場全体の動向や同業との採用競争
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などにより、安定的な採用が難しい面があります。さらに、今後は、労働人口の減少の問題
もあり、採用が徐々に困難となる可能性があります。一方、Ｍ＆Ａ仲介にあたっては、Ｍ＆
Ａにかかる経済・法律知識や顧客の業界動向・業界規制、ガイドライン・業界自主規制な
ど、様々な知識・スキルが必要となりますが、従前に比べ、コンサルタントが活躍するため
に習得しなければならない知識・スキルの量も増え、育成する時間もかかるようになってき
ております。
このような状況で、安定的な採用、十分な教育体制を確保し、事業を持続的に成長させて

いくために、新卒採用を中心とした採用に徐々にシフトしていく方針としています。新卒採
用の場合、一般的には中途採用に比べ収益貢献するようになるまでの期間が長くなる傾向に
あるため、一時的に労働生産性が下がる局面も想定されますが、中長期での持続的な成長を
優先させる方針としております。
また、従業員の育成のため、専門的知識や専門的スキルの向上のための社内研修の充実、

Ｍ＆Ａ情報の共有等の施策に取り組んでまいります。また、チーム制を導入しており、チー
ムとして多様な案件に対応することを通じて、個人の経験を高める施策を推進し、早期に収
益貢献できるよう育成に努めてまいります。優秀なＭ＆Ａコンサルタントの定着率を向上さ
せるため、成果主義に基づく給与制度や人事考課制度を採用しておりますが、社会環境や組
織構造の変化に対応して随時見直しを行うとともに、従業員が積極的に仕事に取り組める環
境を整備してまいります。

③多様なＭ＆Ａニーズへの対応
これまでの市場環境としては、オーナー社長の高齢化や後継者不在の企業数の増加を背景

に、日本国内の中堅・中小企業のＭ＆Ａは拡大傾向にあります。後継者不在のＭ＆Ａが無く
なることはありませんが、どこかでピークアウトを迎える可能性があります。一方、将来的
な労働人口の減少やテクノロジーの進展などを踏まえると、今後は、存続していくための更
なる成長のためのＭ＆Ａ、海外企業とのＭ＆Ａ、大企業とスタートアップ企業のイノベーシ
ョン型Ｍ＆Ａが増えていくことが予想されます。経済環境に応じて、Ｍ＆Ａの目的やニーズ
も変化することになりますが、当社としては、様々なニーズに応えられるよう支援するＭ＆
Ａ仲介領域の拡大を進めてまいります。スタートアップ企業の成長を支援するＭ＆Ａ、医療
機関存続を目的としたＭ＆Ａ、地域活性化を目的としたプロスポーツチームＭ＆Ａ、国内企
業・海外企業とのクロスボーダーのＭ＆Ａなどについてはすでに取組んでおりますが、当該
Ｍ＆Ａの支援件数も増やしていくとともに、それ以外でも当社が強みを持てるＭ＆Ａ領域を
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開拓していく方針としています。

④事業領域の拡大
現状の当社事業については、一部においてファイナンシャル・アドバイザリー業務、企業

価値評価業務、Ｍ＆Ａにかかるコンサルティング業務などを行っていますが、Ｍ＆Ａ仲介業
務が全体のほとんどを占めている状況であります。
今後、Ｍ＆Ａ仲介サービスを更に充実させていくためには、仲介業務だけでなく、それに

付随する業務も開始又は拡充する必要があると考えております。また、大企業に対してもＭ
＆Ａ支援を行っていくために、Ｍ＆Ａ仲介ではなく、譲渡希望先又は買収希望先の片側のみ
にサービス提供するファイナンシャル・アドバイザリー業務を拡充することも重要であると
考えています。
このような方針のもと、既存のＭ＆Ａ仲介業務と事業を整理・区分し、それぞれの事業を

機動的に進めていくため、2026年9月期中に持株会社体制へ移行する方針としております。
既存のＭ＆Ａ仲介業務については子会社で運営していき、新たな業務についても子会社を設
立し、進めていく予定としております。

⑤ガバナンス体制の強化・サステナビリティへの取組みの充実
当事業年度においては、新たに経営企画部及びＩＲ室を新設し、管理体制の強化やステー

クホルダーとの関係強化を進めております。
また、サステナビリティ推進委員会を中心に、重要課題（マテリアリティ）の特定や、重

要課題を達成するための指標及び具体的な目標に対しての実績を測定、分析し、サステナビ
リティへの取組みを推進していくとともに、ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォー
ス）提言に基づく情報開示に加え、ＴＮＦＤ（自然関連財務情報開示タスクフォース）提言
に沿った自然関連の課題への対応に新たに取り組んでおります。
持株会社体制へ移行した後につきましても、引き続き、ガバナンス体制の強化、サステナ

ビリティへの取組みの充実を推進してまいります。
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（5）財産及び損益の状況
期 別

区 分

第26期

2022年９月期

第27期

2023年９月期

第28期

2024年９月期

第29期
（当 事 業 年 度）
2025年９月期

売上高 （千円） 10,727,244 13,826,298 18,138,469 20,314,153
経常利益 （千円） 4,226,531 5,211,406 6,772,282 6,341,778
当期純利益 （千円） 2,962,404 3,866,844 4,955,003 4,719,993
１株当たり当期純利益 （円） 155.23 201.46 258.04 245.80
総資産 （千円） 12,809,404 18,285,355 22,690,380 24,763,151
純資産 （千円） 11,248,550 14,503,089 18,470,101 21,474,522
１株当たり純資産額 （円） 587.62 755.26 961.84 1,118.30

（6）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

（7）主要な事業内容（2025年９月30日現在）
事 業 事業内容

Ｍ＆Ａ仲介事業 顧客間のＭ＆Ａを仲介、もしくはアドバイスし、顧客のＭ＆Ａ取引を創
出しております。
またこれに付随して、顧客間でのＭ＆Ａ取引を検討するための判断材料
の提供業務も行っております。具体的には企業評価、財務デューディリ
ジェンス等の業務となります。
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（8）主要なオフィス（2025年９月30日現在）
事業所 所在地

本社 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 三井物産ビル15階

札幌オフィス 北海道札幌市中央区北三条西三丁目１番１号 大同生命札幌ビル３階

仙台オフィス 宮城県仙台市青葉区中央一丁目２番３号 仙台マークワン14階

名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 JPタワー名古屋15階
京都イノベーション
オフィス 京都府京都市中京区烏丸通四条上ル笋町688 第15長谷ビル5階

大阪オフィス 大阪府大阪市北区梅田三丁目２番２号 JPタワー大阪18階

高松オフィス 香川県高松市サンポート２番１号 高松シンボルタワー16階

広島オフィス 広島県広島市中区紙屋町二丁目１番22号 広島興銀ビル４階

福岡オフィス 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８番１号 JRJP博多ビル９階

（9）従業員の状況（2025年９月30日現在）
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
452名 84名増 33.2歳 2.5年

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者を含んでおりません。

（10）主要な借入先の状況
該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2025年９月30日現在）
（1）発行可能株式総数 60,000,000株
（2）発行済株式の総数 19,203,000株

(自己株式 238株含む)
（3）株主数 7,932名
（4）大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率
株式会社K&Company 5,250,000株 27.34％
荒井 邦彦 2,471,400株 12.87％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,590,700株 8.28％
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 784,200株 4.08％
MSIP CLIENT SECURITIES 406,050株 2.11％
鈴木 伸雄 390,000株 2.03％
JP MORGAN CHASE BANK 385632 378,770株 1.97％
金田 和也 371,000株 1.93％
大同生命保険株式会社 348,000株 1.81％
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505044 252,126株 1.31％
(注)持株比率は、自己株式 238株を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（2）当該事業年度中に当社従業員に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容
等の概要
該当事項はありません。

（3）その他の新株予約権等の状況
該当事項はありません。

2025年11月25日 18時33分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 34 ―

４．会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等（2025年９月30日現在）

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 荒 井 邦 彦 一般社団法人M＆A支援機関協会
理事

取 締 役 副 社 長 鈴 木 伸 雄 ㈱セルバンク 取締役

常 務 取 締 役 金 田 和 也
執行役員
コンサルティング
本部担当

取 締 役 中 村 康 一 執行役員
管理部担当

取 締 役 古 本 裕 二
取 締 役
常勤監査等委員 荒 木 二 郎

取 締 役
監 査 等 委 員

小 駒 望
(戸籍名：今岡 望）

小駒望公認会計士事務所 代表
虎ノ門有限責任監査法人 社員
ユナイテッド㈱ 社外監査役
フレックス少額短期保険㈱ 社外
監査役
松井証券㈱ 取締役(監査等委員)

取 締 役
監 査 等 委 員 酒 巻 弘 ㈱テーオーシー 監査役

取 締 役
監 査 等 委 員

加 藤 知 子
(戸籍名：志村知子)

隼町法律事務所
㈱税研情報センター 取締役
㈱キユーソー流通システム 社外
監査役

（注）１ 古本裕二氏、荒木二郎氏、小駒望氏、酒巻弘氏及び加藤知子氏は、会社法第２条第
15号に定める社外取締役であります。

２ 当社は、東京証券取引所に対し、古本裕二氏、荒木二郎氏、小駒望氏、酒巻弘氏及び
加藤知子氏を独立役員として届け出ております。

３ 当社は、社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため、常勤の監
査等委員を選定しております。

４ 常勤監査等委員荒木二郎氏は金融機関の経営者として豊富な経験と幅広い知識を有し
ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役古本裕二氏及び監査等委員である取締役荒木二郎氏、小駒望氏、酒巻弘

氏及び加藤知子氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項で定める最低責任限度
額を限度としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は当社の取締役及び執行役員、管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の３第

１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、すべての被保険
者について、その保険料を全額当社が負担しております。当該保険契約は、被保険者が会社
の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされ
たことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補するものです。
ただし、一定の免責額の定めを設けているほか、被保険者による違法な利益供与または犯

罪行為等に起因する賠償責任については当該保険契約によっても填補の対象としないことと
しております。
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（4）当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本事項において同じ。）
および監査等委員である取締役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項等
(取締役)
当社の取締役の報酬は、基本報酬のほか、業績に対する経営責任を明確にする観点から、

業績連動報酬を支給することとしております。取締役の基本報酬額については、当社が任意
で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会が、役位、職務内容、職務量等
を考慮して決定した答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としておりま
す。業績連動報酬の支給額決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申内容を踏
まえ、取締役会の決議により決定する方針としております。なお、決定方針については、
2021年２月19日開催の取締役会にて決定しております。
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、決定方法及び決定された内容が当

該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

(監査等委員である取締役)
監査等委員である取締役の報酬は、その職務の特性から、基本報酬のみを支給することと

しております。監査等委員である取締役の基本報酬額については、監査等委員である取締役
の協議により決定する方針としております。

② 取締役および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2023年12月26日開催の定時株主総会において、年額800百万円

以内（うち、社外取締役分は50百万円以内）と決議されており、当該定時株主総会終結
時点の取締役の員数は５名（うち、社外取締役１名）であります。
監査等委員である取締役の報酬額は、2023年12月26日開催の定時株主総会において、

年額100百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取
締役の員数は4名（うち、社外取締役4名）であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会

が決定しており、該当事項はありません。
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④ 取締役および監査等委員である取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役
（監査等委員を除く。）
（社外取締役を除く。）

228,000 228,000 ー ー ４

社外取締役
（監査等委員を除く。） 5,400 5,400 ー ー １
社外取締役
（監査等委員） 25,800 25,800 ー ー ４

⑤ 業績連動報酬に関する事項
取締役の業績連動報酬については、各事業年度の利益計画を図るとともに、事業の拡

大・成長を推進するため、各事業年度の営業利益の目標達成度に応じ、営業利益額に応じ
た報酬体系としております。営業利益額とは、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくも
のとしております。業績連動報酬の上限額計算式に基づき、各取締役の業績貢献度及び取
締役の報酬限度額等を踏まえ、取締役会決議により、具体的な支給額を決定しておりま
す。

業績連動報酬の上限額＝（営業利益（業績連動報酬控除前）×業績達成係数※）＋ 営業
利益（業績連動報酬控除前）の前事業年度からの増加額×５％
※業績達成係数

①営業利益が期初計画を上回る場合：1.5％
②営業利益が期初計画の90％を下回る場合：０％
③営業利益が期初計画の90％以上100％以下の水準の場合：
1.5％×(達成率−90％)／(100％−90％)

当事業年度における業績連動報酬に係る指標の営業利益（業績連動報酬控除前）の目標額
は8,808百万円、実績額は6,332百万円で期初計画の達成率は、71.9％となりました。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

地 位 氏 名 重要な兼職の状況 兼職先と当社との関係

取締役
（監査等
委員）

小 駒 望
(戸籍名：今岡 望）

小駒望公認会計士事務所 代表 開示すべき取引関係は
ありません。

虎ノ門有限責任監査法人 社員 開示すべき取引関係は
ありません。

ユナイテッド㈱ 社外監査役 開示すべき取引関係は
ありません。

フレックス少額短期保険㈱ 社外監査役 開示すべき取引関係は
ありません。

松井証券㈱ 取締役（監査等委員） 開示すべき取引関係は
ありません。

取締役
（監査等
委員）

酒 巻 弘 ㈱テーオーシー 監査役 開示すべき取引関係は
ありません。

取締役
（監査等
委員）

加 藤 知 子
(戸籍名：志村知子)

隼町法律事務所 開示すべき取引関係は
ありません。

㈱税研情報センター 取締役 開示すべき取引関係は
ありません。

㈱キユーソー流通システム 社外監査役 開示すべき取引関係は
ありません。
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② 当事業年度における主な活動内容
地位及び氏名 主な活動状況等

取締役
古 本 裕 二

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、主に会社経営
者としての経験で培った知識や見地から、当社の経営上有用な指摘、意
見を述べており、併せて業務執行に対する監督を行っております。

取締役
（常勤監査等委員）

荒 木 二 郎

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査等委員会
12回の全てに出席し、主に金融機関を通じて培った知識や見地から、

当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。また、当社が任意で
設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員であ
り、当事業年度に開催された委員会５回の全てに出席し、取締役の報酬
制度の検討や個別報酬額の検討等の場面において、透明性・客観性を高
めることに貢献しております。

取締役
（監査等委員）

小 駒 望

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査等委員会
12回の全てに出席し、公認会計士としての専門的見地から、当社の経
営上有用な指摘、意見を述べており、併せて業務執行に対する監督を行
っております。また、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である
指名・報酬諮問委員会の委員であり、当事業年度に開催された委員会
５回の全てに出席し、取締役の報酬制度の検討や個別報酬額の検討等の
場面において、透明性・客観性を高めることに貢献しております。

取締役
（監査等委員）

酒 巻 弘

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査等委員会
12回の全てに出席し、主に会社経営者としての経験で培った知識や見
地から、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。また、当社
が任意で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委
員であり、当事業年度に開催された委員会５回の全てに出席し、取締役
の報酬制度の検討や個別報酬額の検討等の場面において、透明性・客観
性を高めることに貢献しております。

取締役
（監査等委員）

加 藤 知 子

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査等委員会
12回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の経
営上有用な指摘、意見を述べております。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 22,680千円
②公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 2,050千円
③当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24,730千円
(注)1 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませ
んので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2 監査等委員会は、当社規模、特異性及び監査日数等の諸要素を勘案し、これらにつ
いて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しておりま
す。

（3）非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外に、監査人か

ら引受事務幹事会社への書簡作成に関連する業務についての対価を支払っております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず
れかの事由に該当した場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任
いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株
主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、
監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該
決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
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６．会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

当社では、取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を決議し、当該方針に
従い内部統制の整備・運用を図っております。基本方針については、環境の変化に応じて適
宜見直すこととしております。この基本方針の概要は下記のとおりであります。
①取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令及び定款を遵守し、かつ社会的な要請や期待に応えていくことを企業倫理として醸
成していき、コンプライアンス推進委員会を中心に、社内でのコンプライアンスの周知
徹底を図る。

・取締役は、重大な法令違反や社内規程違反を発見した場合には、直ちに監査等委員会に
報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告し、必要に応じて外部専門家に協力
いただきながら対応に努める。

・法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入する。
・社長直轄の内部監査部門による監査を実施し、コンプライアンスの状況を社長に報告す
るとともに、その体制の見直しを随時行う。

・反社会的勢力との関係を一切遮断するため、反社会的勢力に対する基本方針を定め、社
内に周知し、これらに該当する者に対して毅然とした態度で対応する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・文書の保存・管理に関連する規程を制定し、社内情報の保管・管理を行う。
・個人情報保護及び営業秘密管理に関連する規程、情報システムにかかる管理運用規程等
を制定し、安全に情報が管理される体制を構築する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理に関する規程を制定し、これに基づき、リスクの事前把握に努めるととも
に、会社のリスク情報が社長に集約される仕組みを構築し、迅速かつ適切な組織対応を
図る。

・法律事務所及びその他専門家から必要に応じて助言を受けるとともに、リスクに対して
迅速な対応が図れるようこれらの者と密接な関係を構築する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・社内規程において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、
分業体制に基づく職務執行の効率化を図る。
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⑤当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社管理に関する規程を制定し、当該規程に基づき、子会社から子会社の職務執行及
び事業状況を定期的に報告させる。

⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制、その使用人の独立性に関する事項
及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合又は補助すべき使
用人の増員を求めた場合、監査等委員会と協議の上、適任と認められる使用人を配置す
る。

・監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合には、その使用人に対する指揮命
令、監督、人事考課等の権限は監査等委員会に移譲されるものとする。

⑦取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に
関する体制
・毎月定期的に取締役会を開催し、取締役から重要事項について報告を行うものとする。
また、取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況等
を報告するものとする。更に、監査等委員会は、定期的に社長との意見交換会を開催す
るとともに、定期的に管理部担当役員から業績等についての詳細報告を受ける。

・内部通報制度の窓口を社外の第三者とし、通報者が特定されないよう配慮する。また、
監査等委員会に対して内部通報のあった全ての情報を報告するとともに、監査等委員会
は、報告をした可能性のある者の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理
由の開示を求めることができる。

⑧監査等委員の職務執行で生ずる費用又は債務に関する事項
・監査等委員会は、毎年、監査等委員の職務に関する予算を会社に請求できるものとし、
また、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとし、当社は、明らかに
職務に関係しないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これ
に応じる。

⑨その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役は、監査等委員会の監査環境の整備、向上に協力する。
・監査等委員会は、管理部その他の各部門に対して、必要に応じて、監査への協力を求め
ることができる。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、下記のとおりであります。

①取締役会は13回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適
正性及び効率性を高めるために、社外取締役５名が選任されております。また、コンプラ
イアンス意識を高めるため、コンプライアンス推進委員会を開催するとともに、役職員に
対し必要な研修を行っております。社内規程等は常時見直しを行い更新するとともに、そ
の内容を周知し、常時確認できるようにしております。

②監査等委員会は12回開催され、全員が社外監査等委員により構成されております。監査
等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、代表取
締役社長及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交
換等の連携を図っております。

③内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門への監査を実施し、その結果を代表
取締役社長に報告しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中における記載数字は、金額・株数は表示単位未満を切り捨て、比率については四捨五入し

て表示しております。
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貸 借 対 照 表
2025年９月30日現在

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部）
流動資産

現金及び預金
売掛金
前払費用
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

21,150,281
20,149,284

696,987
274,070
52,381

△22,442
3,612,869
1,213,985
857,560
339,323

990
16,110
6,083
6,083

2,392,800
826,717
126,351
10,000

337,539
1,094,391

△2,200

（負債の部）
流動負債

買掛金
未払金
未払法人税等
契約負債
預り金
その他

固定負債
その他

3,036,412
171,477

1,694,640
803,350
10,023
53,115

303,805
252,216
252,216

負債合計 3,288,628
（純資産の部）

株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金

利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

自己株式
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

21,448,815
823,741
801,491
801,491

19,824,264
19,824,264
19,824,264

△682
25,706
25,706

純資産合計 21,474,522
資産合計 24,763,151 負債純資産合計 24,763,151
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損 益 計 算 書
（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 20,314,153
売上原価 8,395,638
売上総利益 11,918,514

販売費及び一般管理費 5,586,194
営業利益 6,332,319

営業外収益
受取利息 25,998
受取配当金 1,072
受取損害賠償金 2,400
その他 2,692 32,164

営業外費用
投資事業組合運用損 22,705 22,705
経常利益 6,341,778

特別利益
投資有価証券売却益 89,264 89,264

特別損失
投資有価証券評価損 62,446 62,446
税引前当期純利益 6,368,596
法人税、住民税及び事業税 1,653,142
法人税等調整額 △4,540 1,648,602
当期純利益 4,719,993
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株主資本等変動計算書
（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計オープン
イノベーション
促進積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 823,741 801,491 801,491 17,587 17,268,096 17,285,684
当期変動額
剰余金の配当 △1,747,453 △1,747,453
当期純利益 4,719,993 4,719,993
自己株式の取得
自己株式の消却 △433,959 △433,959
オープンイノベーショ
ン促進積立金の取崩 △17,587 17,587 ー
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 ー ー ー △17,587 2,556,168 2,538,580
当期末残高 823,741 801,491 801,491 ー 19,824,264 19,824,264

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △434,538 18,476,379 △6,278 △6,278 18,470,101
当期変動額
剰余金の配当 △1,747,453 △1,747,453
当期純利益 4,719,993 4,719,993
自己株式の取得 △103 △103 △103
自己株式の消却 433,959 ー ー
オープンイノベーショ
ン促進積立金の取崩 ー ー
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 31,984 31,984 31,984

当期変動額合計 433,855 2,972,435 31,984 31,984 3,004,420
当期末残高 △682 21,448,815 25,706 25,706 21,474,522
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年11月21日

株式会社ストライク
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 根 本 剛 光

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 和 久 友 子

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ストライクの2024年10月１日か

ら2025年９月30日までの第2９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、202４年10月１日から202５年９月30日までの第2９期事業年度の取締役の職務の

執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査基準に準拠し、当期の監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制
部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を
図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

202５年11月２１日
株式会社ストライク 監査等委員会
常勤監査等委員（社外取締役）荒 木 二 郎 ㊞

監査等委員（社外取締役）小 駒 望 ㊞
監査等委員（社外取締役）酒 巻 弘 ㊞
監査等委員（社外取締役）加 藤 知 子 ㊞

以 上
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三井物産ビル３階　大手町三井カンファレンス　Room３会 場
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電子提供措置の開始日2025年12月１日

第29回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

個別注記表

（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

株式会社ストライク
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合への出資
（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法を採用しております。
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法（ただし、建物（2016年３月31日以前に取得した建物附属設備を除く）につい

ては定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３〜15年
工具、器具及び備品 ３〜15年

無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

いております。
（3）引当金の計上基準

貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
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（4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業であるМ＆A仲介事業の主な履

行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以
下のとおりであります。
・基本合意報酬
譲渡企業と買収企業の間で基本合意（独占交渉権の付与等含む）がなされた時点で履行

義務を充足したと判断し、収益を認識しております。
・成約報酬
譲渡企業と買収企業の間で株式譲渡等の最終契約が締結された時点で履行義務を充足し

ておりますが、締結された株式譲渡等の最終契約に基づく、譲渡対象物（株式等）の引渡
し等が実行された時点で顧客から対価を回収する可能性が高くなったと判断し、当該時点
で収益を認識しております。なお、引渡しが複数回に分かれる場合は、初回取引実行時に
収益を認識しております。

２．貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 493,570千円
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３．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 19,203,000株

（2）当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
(単位：株)

株式の種類 当事業年度
期首の株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普通株式 151,409 29 151,200 238
(注)１．自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる取得29株であります。

2．自己株式の株式数の減少は、消却による減少151,200株であります。

（3）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たりの
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年12月24日
定時株主総会 普通株式 1,747,453 91.0 2024年９月30日 2024年12月25日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年12月23日開催の定時株主総会の議案として、次の通り提案しております。

決議 株式の
種類 配当の原資

配当金の
総額

（千円）

１株当たり
の配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年12月23日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 3,456,497 180.0 2025年９月30日 2025年12月24日

（4）当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数
該当事項はありません。
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４．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
未払事業税 57,174千円
未払賞与 57,810千円
未払社会保険料 30,857千円
未払家賃 99,759千円
一括償却資産 11,516千円
投資有価証券評価損 61,810千円
敷金 17,647千円
その他 12,795千円
繰延税金資産合計 349,371千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 11,832千円
繰延税金負債合計 11,832千円

繰延税金資産の純額 337,539千円
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５．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達する方針として

おります。一時的な余資は主に定期預金、投資有価証券で運用し、また、短期的な運転
資金が必要となる場合には銀行借入により調達する方針としております。
また、デリバティブ取引については、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、

主として国内の上場及び非上場企業の株式、投資事業有限責任組合への出資であり、市
場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。敷金は、オフィスの
賃借に伴う敷金であり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。買掛金及び未払
金は、そのほとんどが２か月以内の支払期日であります。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ）信用リスクの管理（取引先の契約不履行等に係るリスク）

営業債権については、取引に先立ち顧客の信用リスクを把握し、信用リスクの高い
取引先とは取引を行わない方針とするとともに、毎月取引先ごとに回収状況及び債権
残高を管理することによって、回収懸念の早期把握やリスクの軽減を図っておりま
す。

ロ）市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(投資先企業等)の財政状態や運用

状況等を把握し、保有状況を継続的に見直すとともに、必要に応じて当該業績の状況
等を価額に反映させております。

ハ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰を確認し、十分な手元流動性を

維持すること等により流動性リスクを管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券 109,627 109,627 ―
（注１）現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等については
短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しておりま
す。

（注２）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

区 分 当事業年度
（2025年９月30日）

非上場株式 32,447
投資事業有限責任組合への出資 684,642
関係会社株式 126,351
出資金 10,000

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 20,149,284 ― ― ―
売掛金 696,987 ― ― ―
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 109,627 ― ― 109,627

資産計 109,627 ― ― 109,627

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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６．持分法損益等に関する注記
当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関

連会社であるため、記載を省略しております。

７．関連当事者との取引に関する注記
開示すべき取引はありません。

８．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
当事業年度

基本合意報酬 724,450
成約報酬 19,401,222
その他 188,481

合計 20,314,153

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
履行義務に関する情報は、「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記（4）収益及び費用

の計上基準」に記載しております。
取引の対価は通常、履行義務を充足してから概ね１か月以内に受領しており、重要な金融要

素は含まれておりません。
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（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等
当社の契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動も発生していないため記載

を省略しております。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初

に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないことから、記載を省略しております。
なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額
等はありません。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,118円30銭
１株当たり当期純利益 245円80銭

10．重要な後発事象に関する注記
（持株会社体制への移行）
当社は、2025年10月17日開催の臨時取締役会において、会社分割の方式により持株会
社体制に移行するため、2025年10月１日に分割準備会社として設立した「株式会社スト
ライク分割準備会社」との間で吸収分割契約締結を承認すること（以下、係る吸収分割契
約に基づく吸収分割を「本件吸収分割」といいます。）を決議し、同日に吸収分割契約を
締結いたしました。また、持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を2026年４月１日
付（予定）で「株式会社ストライクグループ」に変更するとともに、その事業目的を持株
会社体制移行後の事業に合わせるべく、定款の一部変更を行うことも決議いたしました。
なお、本件吸収分割及び定款の一部変更（商号及び事業目的等の一部変更）については、
2025年12月23日開催予定の当社定時株主総会決議による承認が得られることを条件に
実施いたします。
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１．持株会社体制への移行の背景・目的
当社は、「世界を変える仲間をつくる。」をミッションに掲げ、多くの魅力ある企業・事業
を将来に継続、発展させていくことを目的として、主力のＭ＆Ａ仲介事業の拡大及び周辺
事業への展開を進めてまいりました。
今後、当社のさらなる事業拡大や企業価値向上のためには、機動的かつ柔軟な経営判断を
可能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行す
ることとしました。本件吸収分割は、かかる持株会社体制への移行の一環として行うもの
であります。
これにより持株会社がグループ全体の経営戦略、Ｍ＆Ａ戦略、ガバナンス強化などの推進
を行い、事業会社は既存事業のさらなる成長及び新たな事業領域の拡大に集中すること
で、Ｍ＆Ａのあらゆる過程を最適な体制で支援する総合コンサルティング企業を目指しま
す。

２．持株会社体制への移行の要旨
（１）本件吸収分割の日程

吸収分割契約承認臨時取締役会 2025年10月17日
吸収分割契約締結 2025年10月17日
吸収分割契約承認定時株主総会 2025年12月23日（予定）
吸収分割の効力発生日 2026年４月１日（予定）

（２）本件吸収分割の方式
当社を吸収分割会社とし、M＆A仲介事業及びその周辺事業を当社が100%出資する「株式

会社ストライク分割準備会社」に承継する予定です。

（３）本件吸収分割に係る割当ての内容
当社が承継会社の発行済株式の全部を所有していることから、本件吸収分割に際して、承

継会社は承継対象権利義務の対価の交付を行いません。
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（４）本件吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

（５）本件吸収分割により増減する資本金
本件吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

（６）承継会社が承継する権利義務
承継会社は、効力発生日において、本件対象事業に関する資産、債務、雇用契約その他の

権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において当社から承継します。なお、当社から承継
する債務については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。

（７）債務履行の見込み
当社は、本件吸収分割後に予想される当社及び承継会社の資産及び負債の額ならびに収益

状況について検討した結果、当社及び承継会社の負担すべき債務については、履行の確実性
に問題がないものと判断しております。

３．会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019
年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。
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